
中世において百姓らの逃散とはどのようなものだったの
か。御慈悲を願うための悲壮な闘争だったのか、それとも

領L！との契約関係に長二つく．種の「権利」として認められ

ていたものか。逃散の提えト刀によっては咋時の百姓と領主
の関係三さらには中世社会そのものの捉え方までもが異な

ることになろう。

逃散の研究については、鈴木良一氏の先駆的研究｛1、以

来、数多くの論考が積み上げられてきた。逃散については

一接結合－百姓巾状作成との関連でこれまで述べられてき
ており、反領主農民闘争の一子段として捉えられてきた。

→方で、これらの論考においては「逃散」そのものに注口

し．逃散を正当化する論理について究明されていないこと
が指摘される；；こうした制点から「逃散の作法」に抗

日された人間出宵一夫氏の」連の逃散の研究は、逃散のやり
方や子続きといった視点から、一味神水v連署中状v逃散

という行動様式を明らかにされ、との行動級式が確問とし

たパターンとして当時の人々の打に移っていたのではない
かと指摘された。氏は、逃散を中山農民のぶ本的な維利で

あり、神型な権利であったとされるcしかし、権利ととら

えるならば、その様利を行使していったい何をどのように

勝ち取ろうとしたのかという、政治闘争としての位置付け
が必要となろう。また、rH姓らの午前に般ざしたものとし

て逃散をとらえなければ‘権利という一向が浮き足立ってし
まうように思う。

本稿では、紀伊同阿戸J一川庄を素材に、以上の視点に立っ

て逃散の問題を考えてみたい。阿Jq川作については、戦前

は 論中
じ の世
め

言者自白
相期
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逃伊

散国

を阿

中豆

心 ｝I! 
にJ±

大｜に
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白け

E主
る

之 本目

か
ら
多
く
の
研
究
、
ー
が
あ
り
、
ま
た
建
治
元
年
（

A

二
七
五
）
ト

月
け
八
日
の
片
仮
名
書
き
J
n

上
状
に
み
え
る
地
頭
に
よ
る
非
法
な
搾

取
に
敢
然
と
闘
い
を
挑
む
百
姓
ら
の
た
く
ま
し
い
資
、
さ
ら
に
「
ミ

ミ
ヲ
キ
リ
、
ハ
ナ
ヲ
ソ
グ
」
と
い
う
地
頭
の
桐
喝
は
あ
ま
り
に
も
有

名
で
あ
る
。
そ
の
百
件
ら
が
、
文
永
十
一
年
（
一
二
七
阿
）
の
冬
か

ら
建
治
一
応
年
（
一
一
一
七
五
）
の
存
に
か
け
て
逃
散
を
行
な
っ
て
い
る

こ
れ
は
、
文
永
三
年
（
一

1
六
五
）
か
ら
建
治
二
年
（
一
二
七
L

ハ）

に
か
け
て
の
相
論
（
以
下
、
文
永
建
治
相
論
）
の
な
か
で
行
な
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
研
究
史
の
な
か
で
こ
の
逃
散
の
も
つ
意
味
は

そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
逃
散
を
政
治
闘
争
と
考
え
る
な
ら
ば
、
当
庄
に
お
け
る
文
永

建
治
相
論
の
な
か
で
行
な
わ
れ
た
逃
散
が
そ
の
後
の
当
z

任
の
支
配
関

係
に
も
た
ら
し
た
影
樗
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
注
目

す
べ
き
こ
と
に
文
永
建
治
相
諭
の
あ
と
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）

に
領
家
寂
楽
寺
別
巾
1

任
快
が
、
相
伝
関
係
の
証
拠
文
芹
を
高
野
山
に

ぷ
渡
し
て
、
高
野
山
へ
の
事
実
上
の
支
配
権
の
委
譲
が
な
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
京
元
三
年
（
一

J
A
O
同
）
に
は
本
家
円
満
院
よ
り
避

状
が
出
さ
れ
、
し
前
野
山
領
ト
行
が
決
定
的
と
な
る
。
研
究
史
の
な
か
で

文
永
建
治
相
論
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
そ
の
後
の
高
野

山
に
よ
る
阿
辻
川
庄
支
配
の
動
向
に
つ
い
て
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
市
－
陀
に
お
け
る
荘
務
権
の
決
定
的
な
転
換
点
と
も
い
え
る

こ
の
委
ぷ
に
つ
い
て
百
姓
の
逃
散
と
の
関
わ
り
で
斤
反
さ
れ
た
も
の

は
な
く
、
こ
の
視
角
か
ら
再
考
を
試
み
た
い
。

以
上
の
問
題
意
識
よ
り
、
本
一
紛
で
は
次
の
二
点
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
た
い
。
①
勧
農
↓
検
仲
代

v
収
納
と
い
う
～
任
務
の
サ
イ
ク
ル
（
領

主
・
地
頭
・
百
姓
の
利
吉
が
顕
現
す
る
局
面
）
と
祭
事
暦
と
を
関
連

づ
け
な
が
ら
、
逃
散
と
い
う
戦
術
が
対
領
主
・
対
地
頭
、
闘
争
と
し
て

い
か
な
る
効
果
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
か
。
②
文
永
か
ら
建
治
に

か
け
て
の
逃
散
が
阿
せ
川
庄
を
め
ぐ
る
支
配
関
係
に
ど
の
よ
う
な
政

治
的
変
動
を
も
た
ら
し
た
か
。

戦
前
か
ら
の
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
将
校
で
あ
る
が
、
逃

散
を
主
軸
に
加
え
た
研
究
は
特
見
の
限
り
見
ら
れ
ず
、
本
稿
の
よ
う

な
研
究
も
決
し
て
怠
味
の
な
い
あ
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
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阿
・
弓
一
川
庄
に
お
け
る
逃
散
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
円
姓
ら
が
逃

散
す
る
に
至
る
背
景
と
な
っ
た
文
永
建
治
相
論
に
つ
い
て
概
述
し
、

当
該
期
の
相
諭
当
事
者
・
争
点
・
相
諭
の
展
開
・
取
り
巻
く
環
境
と

い
っ
た
基
本
的
関
係
・
対
立
点
な
ど
に
つ
い
て
、
先
学
に
導
か
れ
な

が
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

文
永
建
治
相
論
は
、
文
永
二
年
（
・

4

工
ハ
冗
）
か
ら
建
治
二
年

（
一
て
七
六
）
に
か
け
て
争
わ
れ
た
。
こ
の
十
ゐ
年
に
わ
た
る
相
論

は
荘
園
領
主
と
地
頭
、
の
間
で
行
な
わ
れ
、
ま
た
そ
の
問
、
丙
姓
ら
に

よ
る
積
極
的
な
対
地
頭
闘
争
も
行
な
わ
れ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、

か
の
有
名
な
片
仮
名
書
き
言
上
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
預

所
職
の
帰
属
・
年
貢
未
進
・
地
一
蝶
請
所
の
可
不
日
・
謀
童
日
の
似
合
等
々
、

多
岐
に
わ
た
る
争
点
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
段
階
を

追
っ
て
‘
一
言
及
し
た
い
。

①

湯

浅

氏

か

ら

の

預

所

職

奪

回

文
永
建
治
相
論
の
初
見
史
料
は
文
永
一
一
年
（
一
一
一
六
五
）
十
月
五

日
の
六
波
羅
召
文
御
教
書
案

7
）
と
さ
れ
る
が
、
別
紙
に
六
波
羅
殿

第
二
度
調
教
室
円
と
あ
り
、
そ
の
内
容
は
阿
豆
川
庄
の
雑
掌
が
地
頭
の

3 2 

文
永
建
治
相
論

鈴

木

良

一

「

日

本

中

位

に

於

け

る

農

民

の

逃

散

『

日

本

中

慌

の

農

民

問

題

』

所

収

再

版

校

倉

書

房

九

七

平

年

初

出

一

九

一

一

年

）

入
間
同
宣
夫
『
百
姓
申
状
と
起
請
文
の
肘
界
』
ド
東
京
大
学
出

版

会

一

九

八

六

年

。

江
頭
恒
治
氏
の
研
究
以
後
、
多
く
の
論
考
が
出
さ
れ
て
い
る

黒
出
弘
子
氏
に
よ
る
分
類
参
照
。
（
黒
凶
弘
子
『
ミ
ミ
ヲ
キ

リ
ハ
ナ
ヲ
ソ
ギ
』
古
川
弘
文
館
一
九
九
五
年
。
）
ま
た
、

最
近
で
も
湯
川
雅
史
「
湯
浅
氏
の
領
主
制
と
荘
園
領
、
五
」

（
『
日
本
暦
史
』

5
号

一

九

九

六

年

）

な

ど

が

附

さ

れ

て

お
り
、
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。

の
展
開

所
務
悠
々
へ
の
再
度
の
訴
え
に
よ
り
、

L

ハ
波
羅
が
上
下
村
地
頭
を
討

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
度
の
召
状
に
対
し
て
地
頭
は
返
答
を

行
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
時
の
相
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
具
体
的
に

知
り
え
な
い
が
、
正
嘉
・
正
一
応
・
文
応
出
〈
（
一
二
六

O
年
前
後
）
の

荘
園
領
主
と
し
て
君
臨
す
る
円
満
院
門
跡
桜
井
宮
法
線
王
と
地
頭
湯

浅
宗
氏
と
の
間
に
形
成
さ
れ
た
縫
執
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
み

て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う

2
；
さ
ら
に
、
と
の
時
の
本
所
で
あ
る
円

満
院
門
跡
桜
井
宮
が
正
嘉
元
年
（
‘
一
－
一
九
七
）
に
永
代
初
伝
で
あ
っ

た
は
ず
の
預
所
織
を
地
頭
湯
浅
宗
氏
か
ら
一
取
り
上
げ
る
行
動
に
出
て

お
り
、
と
の
の
ち
、
泊
所
を
め
ぐ
っ
て
庄
国
領
主
側
と
地
頭
側
の
対

？
と
い
う
図
式
が
見
ら
れ
る
。
文
永
二
年
の
相
論
は
と
の
流
れ
に
位

置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

②

寂

楽

寺

別

内

任

快

の

反

撃

文
永
一
二
年
（

A

てしハ
L

ハ
）
同
月
－
九
日
の
桜
井
宮
の
死
後
、
状
況

は
流
動
的
に
な
り
、
対
立
は
激
化
す
る
。
す
で
に
平
安
後
期
か
ら
の

本
所
円
満
院
一
領
家
寂
楽
寺
と
い
う
重
層
的
花
岡
領
主
権
が
、
治
承

・
ト
カ
永
の
内
乱
と
鎌
A
H
幕
府
の
成
し
は
と
い
う
暦
史
変
動
を
経
た
あ
と

の
鎌
倉
前
期
の
荘
務
権
に
烹
つ
て
は
、
明
ら
か
に
寂
楽
寺
で
は
な
く
、

本
所
円
満
院
が
採
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
荘
務

権
奪
回
に
の
り
だ
す
の
が
、
寂
楽
寺
別
当
任
快
で
あ
る
。
任
快
の
主

張
に
よ
れ
ば
、
寺
務
管
領
権
は
も
と
よ
り
当
庄
の
本
家
職
も
預
所
職

も
縦
井
宮
よ
り
引
き
継
い
だ
と
あ
る
が
、
地
一
燥
が
こ
の
主
張
に
反
発

す
る
こ
と
か
ら
文
永
相
論
が
本
絡
的
に
始
ま
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。
簡
単
に
概
述
す
る
と
、
社
両
的
な
策
謀
に
よ
り
当
庄
の
荘

務
権
を
主
張
す
る
任
快
が
地
頭
湯
浅
宗
氏
に
年
貢
納
入
を
命
じ
る
が
、

地
頭
、
が
こ
れ
を
拒
汗
す
る
こ
と
か
ら
相
論
が
始
ま
る
。
さ
ら
に
地
頭

は
翌
年
の
検
花
・
収
納
も
拒
否
す
る
。
と
れ
に
対
し
、
任
快
が
地
頭

館
を
襲
撃
す
る
と
い
う
実
力
行
使
に
う
っ
て
で
る
が
、
こ
れ
に
よ
り

上
下
庄
の
地
頭
が
提
訴
す
る
。
こ
こ
ま
で
は
荘
務
権
奪
回
を
め
ざ
す

寂
楽
寺
と
杭
合
す
る
地
頭
勢
力
と
い
う
対
抗
関
係
で
あ
り
、
争
点
は

預
所
職
の
帰
属
、
そ
れ
に
よ
る
年
貢
徴
収
権
の
取
得
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
ぅ
。

ワ山
内
〈
リ



③

円

助

法

親

主

の

介

入

文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
の
末
に
な
る
と
事
態
は
大
き
く
金
化
す

る
。
一
一
論
に
桜
井
宮
の
あ
と
を
受
け
て
円
満
院
門
跡
に
な
っ
た
円
助

法
親
王
が
乗
り
出
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
円
助
が
本

山
本
職
・
領
家
職
を
領
掌
す
る
こ
と
に
な
り
寂
来
寺
の
策
謀
は
失
敗
に

終
わ
っ
た
と
い
え
る
。
今
度
は
、
寂
楽
寺
別
当
任
快
は
地
頭
と
預
所

織
を
め
ぐ
っ
て
争
う
と
と
に
な
る
。
文
永
六
年
（
一
一
六
九
）
に
な

る
と
、
」
拭
楽
寺
別
当
任
快
が
地
頭
側
よ
り
押
小
路
堀
川
の
地
の
返
還

を
求
め
て
訴
え
ら
れ
た
ο

堀
川
と
い
え
ば
「
京
都
に
お
け
る
材
木
取

引
の
中
心
地
で
あ
り
、
祇
同
社
を
本
所
と
す
る
材
木
席
が
あ
っ
た
と

と
ろ
と
し
て
著
名
」

i

で
あ
り
、
ま
た
湯
浅
氏
が
京
都
の
材
木
市

場
で
交
易
を
行
な
っ
て
い
た
と
と
も
知
ら
れ
．
当
地
が
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
訴
え
に
よ
っ
て
’
け
ら
の
立
場
が

危
う
く
な
っ
た
の
か
、
任
快
は
こ
こ
で
第

A

線
を
退
い
た
。
文
氷
七

年
（
三
一
七
日
ぶ
に
は
任
快

f
息
抜
察
阿
間
梨
し
し
湯
浅
宗
規
と
の
間

に
和
与
が
成
立
し
た
よ
う
で
、
一
応
の
決
后
を
み
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
も
頑
所
職
を
め
ぐ
る
争
い
は
繰
り
市
治
さ
れ
て
お
り
、
文
永
一

O

年
（
一
二
七
T
R

｝
ま
で
に
按
祭
阿
間
梨
↓
地
頭
湯
浅
京
親
十
馬
入
道

願
蓮

lv

地
頭
京
親
と
預
所
織
は
め
ま
ぐ
る
し
く
交
替
し
て
い
る
。
こ

う
し
て
、
本
家
職
・
飯
山
本
職
は
円
満
院
が
押
さ
え
、
預
所
職
も
ま
た

地
頭
の
子
に
法
ち
た
こ
と
で
、
寂
楽
寺
の
庄
務
へ
の
関
わ
り
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
建
治

年
間
を
む
か
え
、
圧
務
か
ら
排
除
せ
し
れ
た
寂
業
仁
寸
は
相
論
に
前
一
被
加

わ
っ
て
こ
な
く
な
る
c

一
④
百
姓
の
参
加

円
満
院
の
主
導
の
も
と
で
や
や
鎮
静
化
に
む
か
つ
た
趣
の
叶
庄
で

あ
っ
た
が
、
建
治
冗
年
（
，
一
－
七
五
）
の
相
論
を
引
き
起
こ
す
事
態

が
生
じ
た
。
そ
れ
か
文
、
水
卜
今
年
（
一
三
七
問
）
か
ら
建
治
一
ん
年

（
牟
宇
七
五
）
に
か
け
て
の
地
頭
非
法
を
糾
弾
す
る
円
舛
逃
散
で
あ

る
。
こ
の
逃
敢
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
す
る
。

⑥

逃

散

後

の

動

向

逃
散
は
ゐ
一
月
の
山
性
辺
仕
、

i

－
に
よ
っ
て
終
息
す
る
。

し

か
仏J

五
月
に
百
姓
ら
は
再
度
山
中
状
を
円
満
院
に
提
出
し
た
。
こ
の
中
状
に

よ
れ
ば
、
百
姓
ら
は
新
儀
の
地
頭
非
法
、
つ
ま
り
先
例
な
さ
馬
飼
料

徴
収
・
逃
死
亡
跡
の
押
鋲
・
作
麦
の
点
定
の
停
止
等
を
要
求
し
た
。

さ
て
円
満
院
は
こ
の
訴
え
を
雑
掌
（
お
そ
ら
く
六
月
に
法
迂
に
山

る
静
舜
）
に
聞
き
取
ら
せ
、
訴
状
を
起
草
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

そ
れ
を
六
波
羅
奉
行
人
斎
藤
昨
浄
に
み
せ
、
訴
状
方
式
に
つ
い
て
助

一β
を
乞
い
、
六
波
探
に
提
出
し
た
。
六
月
十
七
日
僧
静
舜
全
日
状
、
1

に
、
「
此
宗
規
あ
り
さ
ま

U
ふ
て
か

L

り
候
て
、
被
】
一
打
殺
候
ぬ
と

口
（
党
カ
）
候
之
問
、
平
位
肘
中
仮
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
殺
気
を
漂

わ
せ
相
論
に
臨
む
宗
制
械
の
姿
に
た
じ
ろ
い
だ
静
一
角
は
辞
任
を
申
し
出

て
い
る
。
ま
た
同
日
、
山
一
市
親
は
百
姓

J

了
T
八
人
と
午
馬
八
頭
を
検
束

し
て
お
り
、
こ
れ
は
百
姓
等
が
示
制
械
を
訴
え
た
こ
と
に
対
す
る
報
復

措
芦
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
白
姓
等
は
こ
れ
に
対
し
て
事
発

υ記

を
提
出
し
、
あ
ぐ
ま
で
も
摂
い
訓
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。

出
附
舜
辞
任
後
、
由
I

午
一
雑
学
に
任
命
さ
れ
た
の
が
従
蓮
で
あ
る
。
七

月
間
口
の
沙
禰
従
蓮
起
語
文
？
υ
、
に

1

－
阿
世
河
御
庄
上
下
村
所
中
i

御
年
廷
内
、
雄
一
字
紙
半
銭
、
不
レ
可
一
私
財
仕
一
候
、
加
円
五
に
一
預
所
得

分

夜

、

非

沙

汰

之

限

候

」

と

あ

り

、

預

所

得

分

は

頂

戴

す

る

と

あ
る
か
ら
、
従
蓮
が
任
命
さ
れ
た
の
は
上
下
庄
の
預
所
織
で
あ
り
、

こ
こ
に
宗
視
は
解
仔
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
従
起
に
対
す
る
評
価
に

つ
い
て
は
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
亡
、
か
つ
て
仲
村
研
氏
は
、
片
仮
名
書

さ
＝
一
一
行
上
状
を
指
導
し
相
論
を
推
し
進
め
た
人
物
で
あ
コ
た
と
さ
れ
た

J

が
、
河
野
通
明
氏
は
そ
の
論
拠
を
逐
ム
、
検
討
・
批
判
さ
、
れ
、

「
雑
学
従
蓮
は
片
仮
名
古
口
上
状
の
指
導
汗
ど
こ
ろ
か
あ
て
先
の
中
心

で
あ
り
、
標
的
と
目
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
」
、
f
と
述
べ
ら
れ
る
。

黒
問
氏
も
ほ
ぼ
同
級
に
雑
学
指
導
説
を
下
内
定
さ
れ
て
い
る
？
o

ま

た
、
実
際
に
相
山
酬
を
動
か
し
て
い
た
の
は
従
蓮
で
は
な
く
、
唯
浄
、
だ

ペ
ノ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る

G

従
蓮
・
附
浄
の
将
広
場
に
よ
り
相
諭
の
展

開
、
百
姓
の
動
き
が
い
か
に
変
わ
っ
た
か
。
従
蓮
の
働
き
は
粘
細
を

欠
い
て
い
た
よ
う
で
、
む
し

λ

円
満
院
は
唯
浄
を
公
文
一
に
旧
耐
え
、
相

論
で
の
働
さ
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
も
み
れ
、
従
蓮
は
九
月
頃
に
提
訴
し
、
十
月
行

U

1
初
沙
汰
L

が
あ
灯
、
そ
れ
以
降
．
笠
定
治
一
今
年
（
，

A

－
七
九
八
）
八
川
頃
ま
で
相
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論
は
続
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
阿
－
q
川
序
相
論
沙
汰
文
書
案
（
j
i
に

よ
れ
ば
、
六
波
羅
よ
り
地
頭
湯
浅
宗
親
に
対
し
て
度
々
召
状
が
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
地
頭
に
よ
る
出
廷
拒
併
の
迩
勢
が
伺
え
、
相
論

は
な
か
な
か
進
ま
な
い
状
況
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う

し
た
状
況
の
も
と
、
片
仮
名
書
き
4
1

川
上
状
が
卜
月

U
八
日
に
提
出
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
後
十
．
月
二
日
に
も
雑
掌
従
蓮
は
、
地
一
頭
山
市
親
が
年

貢
を
抑
留
し
、
御
使
を
追
い
出
す
と
い
う
忠
業
を
訴
え
た
。
つ
ま
り

地
頭
非
法
が
争
点
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
相
論
の
，
つ
の

山
場
と
考
え
ら
れ
る
卜
三
月
卜
七

U
以
降
、
争
点
が
変
わ
っ
て
き
た
。

次
に
先
述
の
阿
豆
川
荘
相
論
沙
汰
文
書
案
の
建
治
元
年
十
て
月
卜
七

日
の
筒
所
を
み
て
み
る
。

白
一
一
地
頭
方
所
レ
出
文
永
五
年
四
月
廿
五
日
関
東
御
下
知
、
平

均
二
被
レ
ド
出
A
H

レ
申
候
僚
、
尤
不
審
候
、
為
レ
被
レ
尋
一
究
出
所

、
可
レ
被
し
封
し
い
髪
候
、
仇
執
達
如
レ
件
、

建
治
一
応
年
十
一
月
十
七

H

雑
学
在
判

そ
れ
ま
で
拒
ん
で
き
た
京
親
が
よ
う
や
く
出
廷
し
た
。
そ
の
前
後

に
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
阿
弓
川
荘
地
頭
湯
浅
示
親
陳
状
案

J
L
に

は

「

会

通

関

東

平

均

御

式

日

」

等

八

通

の

H
ベ
書
が
副
進
さ

れ
て
い
る
。
上
の
史
料
の
「
文
永
五
年
同
月

U
H
H
関
東
御
下
知
」

に
相
当
す
る
と
忠
わ
れ
る
。
宗
親
の
主
張
に
「
仰
如
文
永
五
年
間
月

廿
五

U
関
東
一
平
均
御
式
目
者
、
請
所
事
、
口
ヵ
年
無
二
相
違
者
‘
今

更
不
レ
吋
レ
有
二
神
乱
（
違
乱
）
一
一
ぷ
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
た

と
え
幕
府
什
人
の
請
所
で
な
く
、
荘
園
領
主
と
私
的
に
結
ん
だ
私
の

請
所
で
あ
っ
て
も
、
六
十
カ
年
知
行
し
て
い
れ
ば
改
易
で
き
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
一
千
十
ヵ
年
年
紀
法
を
請
所
に
も
適
用
し
た
も
の

と
い
え
、
宗
規
は
こ
れ
を
根
拠
に
請
所
権
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
。

と
れ
に
対
し
て
雑
学
は
こ
れ
を
謀
書
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
と
に

謀
書
論
争
が
始
ま
る
。
当
然
、
宗
親
は
弁
明
書
房
」
書
き
、
寂
楽
土
寸
の

訴
え
を
受
け
て
し
一
ハ
波
羅
奉
行
人
に
よ
り

J

袋
を
封
じ
ら
れ
た
「
式
日
案
」

は
謀
書
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
雑
掌
は
そ
れ
以
降
も
こ
の
謀
書
に

狙
い
を
定
め
て
非
難
し
、
と
の
謀
書
論
争
は
七
月
下
旬
ま
で
み
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
経
過
に
よ
り
、
建
治
相
論
の
争
点
が
地
頭
の
非
法
か

ら
地
頭
の
提
出
し
た
幕
府
法
令
の
真
偽
を
め
ぐ
る
も
の
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
成
文
法
の
実
在
そ
の
も
の
を
争
う
と
い
う

と
こ
ろ
に
こ
の
時
代
の
相
論
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、

先
学
の
不
す
と
こ
ろ
で
あ
る
「

E
o

そ
の
後
、
庄
闘
領
主
と
地
頭

湯
浅
宗
規
と
の
相
諭
は
、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
八
月
ま
で
続
き
、

決
着
を
見
な
い
ま
ま
史
料
が
切
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
相
諭
の
結

末
に
つ
い
て
見
解
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
建

治
一
一
年
（
一
二
七
七
）
に
寂
楽
寺
よ
り
高
野
山
へ
汚
庄
の
粍
務
権
が

ぷ
渡
さ
れ
る
が
、
こ
の
歴
史
的
事
実
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
次
節
に
お
い
て
考
察
す
る
。

仲
村
研
編
『
紀
伊
国
阿
氏
一
一
川
荘
史
料
』

A

L

ハ

六

六

波

羅

仔

文
御
教
書
案
（
士
口
川
弘
文
館
一
九
七
六
年
）
以
下
、
文
書

設
け
と
文
書
名
の
み
を
記
す
。

桜
井
宵
と
湯
浅
示
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
黒
田
弘
子
氏
は

「
桜
井
官
と
湯
浅
宗
氏
は
、
実
は
、
男
色
（
同
姓
愛
）
の
間

柄
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
黒
出
弘
子
「
裁
判
に

ゆ
れ
る
荘
闘
」
『
人
物
で
た
ど
る

U
本

荘

園

史

』

所

収

東

京

堂

出

版

一

九

九

O
年
）
、
こ
こ
で
の
確
執
を
い
か
に
捉

え
る
か
と
い
う
問
題
が
牛
じ
る
だ
ろ
う
。
個
人
的
関
係
も
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
桜
井
宮
の
政
治
的

判
断
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
。

吉
良
凪
光
「
紀
伊
同
湯
浅
氏
の
領
主
制
と
柚
」
（
『
日
本
中

世

史

論

吹

』

所

収

文

献

出

版

今

九

八

七

年

）

二
一
月
の
一
連
の
動
向
に
つ
い
て
は
何
野
氏
が
鮮
や
か
に
復
店

さ
れ
て
い
る
。
（
河
野
通
明
「
阿
t
比
例
荘
を
め
ぐ
る
寂
楽
寺

と
円
満
院
」
『
中
位
寺
院
史
の
研
究
』

L
L

所

収

法

戯

館

一
九
八
八
年
）
た
だ
し
、
東
寺
の
評
価
に
つ
い
て
は
私
見
と

若
干
異
な
る
。
詳
し
く
は
二
節
参
照
。

二

O
八

僧

静

舜

書

状

。

二
占
企
一
沙
煽
従
蓮
起
請
文
。

仲
村
研
「
紀
伊
凶
阿

E
河
荘
に
お
け
る
片
仮
名
書
一
百
上
状
の

成

立

」

（

『

荘

園

支

配

構

造

の

研

究

』

所

収

占

川

弘

文

館

（

l
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
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（

8
）
 

（

9
）
 

（
叩
）

（
日
）

（
口
）

一

九

七

一

三

年

初

出

河

野

（

4
）
論
文
。

黒

田

（

2
）
論
文
。

二
A

一

阿

民

河

荘

相

論

沙

汰

文

主

H

案
。

二
－
一
五
何
氏
河
存
地
頭
湯
浅
｛
小
規
陳
状
案
e

駒
山
松
右
手
L

「

中

世

法

の

特

質

」

（

可

日

本

中

仰

法

史

論

』

所

収

東

京

大

学

山

版

会

a

九

七

九

年

初

出

一

九

六

一

二

年

の二
逃

散文
永

十

一
九
六
五
年

年
冬
か
ら
建
治
一
花
年
春
に
か
け
て

本

節

で

は

、

文

永

建

治

相

論

の

展

開

の

な

か

で

起

こ

ゾ

た

文

、

水

十

一

年

冬

の

逃

散

に

絞

っ

て

検

討

し

て

み

よ

う

。

文

永

十

一

年

冬

に

上

荘

内

姓

が

地

頭

非

法

停

止

を

要

求

し

て

逃

散

し

て

い

た

こ

と

が

、

近

年

公

刊

さ

れ

た

高

野

山

御

彰

堂

文

書

文

永

十

－

年

（

一

一

ゐ

七

四

）

i

一
月
二
十
四
日
の
し
一
ハ
波
羅
御
教
書
に
み
え
る
。
以
ド
、
八
L
文

を

載

せ

る。

（
山
川
ぃ
田
点
若
h
）

「
上
下
地
頭

U
姓

等

以

ド

文

望

日

案

文

永

十

－

年

十

一

月

行

間

臼

一

①
当
床
材
木
津
出
事
、
百
姓
等
不
レ
棋
一
地
頭
一
、
被
レ
致
レ
逃
一
散
庄

内

之

問

、

令

違

乱

之

山

、

御

使

八

楽

法

師

A
H

レ
中
一
一
ム
々
、
何

様

次

第

候

哉

、

為

二

実

儀

候

ぷ

打

、

被

し

停

止

其

煩

、

土

民

を

安
塙
候
之
様
、
可
ト
令
－
相
計
一
給
上
之
口
、
所
F

被
ニ
仰
－
「
候
卜
枚
、

伯
執
達
如
し
件
、

－

園

田

園

掴

（

文

永

十

戸

年

）

十

牟

月

廿

同

日

散

位

薗

（
北
条
時
輔
）

謹
E

仁

阿

弓

川

荘

上

庄

地

一

期

殿

②
当
庄
柚
取
材
木
津
出
事
、
中
九
叶
二
市
苧
於
地
頭
非
法
、
抱
一
彼
伶
－
無

一

一

左

右

逃

）

散

庄

内

之

問

、

御

使

八

業

法

師

定

参

洛

、

品

不

二

信
使
、
ト
行
ご
地
頭
非
法
昔
、
尤
可
し
有
一
国
（
其
）
沙
汰
也
、

H
r
還
J

住

山

家

、

八

王

－

此

役

者

、

吋

1
A
H

レ
一
百
一
上

f
細

斉

也

、

R
可

ι
停
一
比
新
儀
一
之
山
、

d
叶
し
被
L

触

仰

地

頭

之

状

、

如

レ

件

、

十

字

汀

汁

同

日

F
庄

以

同

前
同
せ
川
卜
ぃ
・
什
器
頭
百
姓
等
中

③
1
1

庄
御
年
貢
内
、
不
一
去
年
ト
本
進
、
云
一
一
当
年
ト
本
済
預
所
殿

度
々
、
御
下
知
之
処
、
無
二
兵
沙
汰
之
由
、
被
レ
申
・
候
、
何
級

事
候
哉
、
所
詑
、
仰
二
此
御
使
一
、
可
h
A
H
f
沙
汰
進
一
給
｝
之
由
、

被
一
一
仰
ド
之
状
、
的
執
達
川
ケ
件
、

十

一

月

廿

四

H

散
位
（
北
条
時
鱗
）

諜

上

下

庄

地

頭

殿

こ
れ
は
『
清
木
町
一
一
一
仙
・
史
料
編
』
〔
解
説
〕
に
も
あ
る
よ
う
に

「

文

永

十

」

年

十

－

川

竹

内

H
に
し
ハ
波
羅
か
ら
出
さ
れ
た
御
教
者
一
H
e
p

・

通

が

、

一

紙

に

書

写

さ

れ

た

案

文

」

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

し

ハ

波

羅

の

意

思

を

伝

え

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

内

容

は

、

①

は

、

上

陀

地

頭

に

対

し

、

百

姓

等

が

地

頭

の

非

法

に

堪

え

ず

逃

散

し

た

の

で

、

材

木

浮

出

し

が

出

来

な

い

と

い

う

と

と

を

六

波

緩

か

ら

実

検

使

と

し

て

派

遣

さ

れ

た

御

使

八

業

法

師

が

報

告

し

て

き

た

。

い

っ

た

い

、

ど

う

い

う

こ

と

か

。

そ

れ

が

本

当

な

ら

地
頭
は
非
法
を
や
め
‘

h
件
等
が
安
昨
刑
す
る
よ
う
に
処
置
せ
よ
と
命

じ

た

も

の

。

③

は

L
L
A
ト
庄
百
姓
に
対
し
、
地
一
波
止
什
法
に
か
こ
つ
け
て

柚

取

り

、

材

木

津

出

し

を

撒

っ

て

、

理

由

も

な

く

逃

散

し

た

の

で

、

御

使

八

楽

法

師

は

上

仲

治

し

て

し

ま

っ

た

。

逃

散

は

も

っ

て

の

ほ

か

で

あ
る
。
地
一
演
の
非
法
が
あ
れ
ば
処
罰
す
る
の
で
、

H
十
く
庄
一
本
に
還
住

し
て
、
こ
れ
ら
の
役
を
行
っ
た
上
で
、
一
バ
い
分
が
あ
れ
ば
ム
ゴ
口
上
せ
よ
。

地

頭

に

対

し

て

は

、

新

儀

非

い

泌

を

や

め

る

よ

う

に

命

じ

る

こ

と

を

約

束

す

る

と

い

う

も

の

。

③

は

、

ム

ト

庄

地

頭

に

対

し

て

年

貢

に

つ

い

て

、

泊

所

は

L
年

の

宋

進

、

当

年

の

未

済

を

何

度

も

催

促

し

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

進

済

し

な

い

と

訴

え

て

き

た

が

ど

う

な

っ

て

い

る

の

か

っ

未

進

分

は

御

使

八

業

法

制

に

き

ち

ん

と

納

め

主

せ

る

よ

う

命

じ

て

あ

る

、

と
い
ラ
も
の
で
あ
る
。

問

題

と

さ

れ

て

い

る

の

は

材

木

納

入

に

つ

い

て

と

年

計

一

木

進

に

つ

い

て

で

あ

る
υ

注

H
す

べ

き

は

U
姓

に

よ

る

材

木

津

町

し

の

サ

ボ

タ

ー

ジ

ュ

で

あ

る

。

当

時

、

材

木

は

円

満

院

に

納

め

ら

れ

て

お

り

、

津

山

し

作

業

の

滞

り

に

対

〆

し

て

、

円

満

院

が

六

波

濯

に

要

指

し

て

、

御

散

位

（
北
条
時
輔
）
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教
書
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
六
波
羅
は
地
頭
非
法
に
か
こ

つ
け
て
逃
散
し
た
百
姓
ら
の
行
動
に
疑
い
を
も
っ
て
お
り
、
六
波
維

が
百
姓
ら
の
地
頭
非
法
と
の
主
張
は
逃
散
の
際
の
常
安
子
段
と
し
て

認
識
し
て
い
た
こ
と
を
伺
い
知
る
と
と
が
で
き
る
。
材
木
運
上
の
過

程
に
つ
い
て
は
上
口
良
閏
光
氏
の
詳
細
な
研
究
（
l

、
が
あ
り
、
そ
れ
に

し
た
が
う
。
①
材
木
の
伐
採
↓
②
有
田
川
の
川
端
ま
で
の
引
き
出
し

↓
③
有
出
川
を
筏
で
下
す
↓
④
津
か
ら
船
で
運
ト
い
と
い
う
過
程
を
経

て
、
円
満
院
へ
と
運
ば
れ
る
。
材
木
津
出
し
を
し
な
い
と
い
う
こ
と

は
円
満
院
へ
の
納
入
拒
汚
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

阿
弓
一
川
庄
の
場
合
、
十
二

J

世
紀
後
半
ま
で
は
材
木
納
入
は
預
所
を

兼
帯
し
て
い
た
地
頭
湯
浅
氏
が
請
負
っ
て
い
た
が
、
十
二
伊
紀
後
半

以
降
、
年
貢
の
請
負
を
め
ぐ
っ
て
、
湯
浅
氏
と
し
任
官
百
姓
等
が
競
合

的
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
正
嘉

A
年
（
一
一
一

五
七
）
の
円
満
院
に
よ
る
湯
浅
氏
か
ら
の
頑
所
職
取
り
上
げ
を
契
機

に
百
姓
等
が
材
木
納
入
過
程
か
ら
湯
浅
氏
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
動

き
に
出
る
。
弘
長
年
間
に
は
庄
宵
百
姓
等
が
、
京
都
の
材
木
市
出
場
に

出
入
り
し
て
、
材
木
の
売
買
を
行
な
っ
て
お
り
、
ま
た
一
応
で
湯
浅

氏
が
材
木
を
庄
同
領
主
に
納
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
売
却
し
て
私
的

利
潤
を
追
求
し
て
い
た
事
実
も
あ
り
三
、
材
木
納
入
の
請
負
を
め

ぐ
る
織
烈
な
争
い
は
容
易
に
想
起
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
津
出
し
の
季
節
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
逃
散
の

前
提
と
し
て
材
木
納
入
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
が
な
さ
れ
て
よ
う
で
あ
る

か
ら
‘
浮
出
し
の
季
節
を
知
る
こ
と
で
．
逃
散
の
時
期
比
定
に
つ
な

が
る
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

史
料
に
「
去
秋
比
参
洛
仕
候
て
、
十
月
之
内
二
、
可
二
進
上
一
御
材

木
仕
候
へ
き
由
、
御
詩
文
起
請
文
ま
い
ら
せ
あ
け
候
て
」
（
2

、

「
去
年
十
一
月
い
セ
ん
に
、
御
材
木
ヲ
ミ
な
セ
の
津
二
つ
け
候
て
」

（
土
、
「
当
年
取
し
た
L

め
候
て
」
（
十
月
舟

H
議
文
）

2
7

「此

御
材
木
、
来
十
月
ノ
内
二
、
弘
瀬
津
ニ
付
て
」

i
と
あ
る
よ
う
に

一
般
的
に
津
出
し
は
十
月
か
ら
十
一
月
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
時
の
逃
散
は
、
お
そ
ら
く
十
月
に
始
ま
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
材
木
納
入
は
実
際
に
は
遅
延
・
未
進
が
慢
性
化
し

て
い
た
よ
う
で
弘
長
一
冗
年
（
一
二
六
一
）
か
ら
文
永
二
年
（
一
二
六

μ
）
に
か
け
て
開
通
銭
っ
て
い
る
請
文
を
か
ら
も
そ
の
状
況
が
分
か

る
。
請
文
の
内
容
を
み
て
も
十
月
の
う
ち
に
納
入
す
べ
き
で
あ
っ
た

も
の
を
一
二
月
ま
で
延
期
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
十
一
月
ま
で
に
納
入

す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
遅
れ
る
、
来
年
の
－
一
月
ま
で
に
は
納
め
る
、

卜
月
の
う
ち
に
納
め
る
、
と
あ
る
。
ま
た
、
請
負
主
体
は
庄
官
と

U

姓
等
で
あ
る
が
、
納
入
の
遅
れ
を
地
頭
の
妨
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
ム
主
張
し
て
い
る
。
応
、
十
月
か
ら
十
一
月
と
い
う
納
期
が
あ
っ

て
も
実
際
は
未
進
が
続
き
、
し
九
闘
領
主
の
笠
求
に
応
じ
る
と
い
う
体

裁
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
バ
ラ
バ
ラ
に
材
木
を
納
入
し
、

そ
の
た
び
に
返
抄
を
受
け
取
り
、
進
未
沙
汰
の
際
に
一
括
し
て
返
抄

を
提
出
し
た
の
だ
ろ
う
。

も
う
－
点
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
年
員
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
市
寸
庄
の
年
貞
公
事
は
絹
・
綿
、
そ
れ
に
材
木
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
、
米
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
当
庄
の

生
産
活
動
の
中
心
は
養
蚕
業
と
林
業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、

荘
域
の
規
般
に
比
べ
‘
耕
地
面
積
が
少
な
く
、
そ
の
耕
地
も
御
殿
川

と
湯
川
川
に
注
、
ざ
こ
む
狭
小
な
扇
状
地
に
散
在
し
て
い
る
だ
け
の
山

間
僻
地
と
い
う
当
庄
の
自
然
条
件
に
れ
て
っ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
材
木

の
徴
収
は
地
頭
湯
浅
氏
請
負
い
、
津
出
し
の
「
役
」
を
公
事
と
し
て

白
姓
に
諜
し
た
。
さ
ら
に
百
姓
ら
が
そ
の
材
木
納
入
の
請
負
い
を
企

図
し
、
地
頭
に
対
抗
し
て
い
た
様
子
は
先
述
し
た
。
こ
こ
で
、
絹
や

綿
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、
両
者
は
同
じ
絹
製
品
で
あ

り
な
が
ら
、
賦
課
方
式
や
徴
収
・
上
納
方
法
で
随
分
と
違
い
が
あ
る
。

絹
は
し
人
検
注
の
帳
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
綿
の
記
載
は

な
く
、
綿
は
在
家
単
牧
で
の
徴
収
で
、
絹
の
よ
う
に
出
地
に
課
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
絹
は
「
所
当
御
地
子
准

陪
丈
紺
」
へ

f

、
あ
る
い
は
「
所
当
御
年
貢
絹
」

Ft
と
あ
る
の
に
対
し
、

綿
は
「
其
在
家
之
公
事
・
御
綿
」
（
2
や
、
「
在
山
本
ニ
あ
た
る
公
事

－
土
人
役
・
御
綿
」
（
1
1
と
記
述
の
違
い
も
指
摘
で
き
る
。
黒
出
氏
に

よ
れ
ば
「
紹
の
ほ
う
が
よ
り
基
本
的
な
年
貢
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と

い
え
る
」

7
1
4
と
さ
れ
る
が
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
だ
ろ
う
。

嘉
禎
元
年
士
会
一
二
五
）
一
二
月
、
円
満
院
内
跡
桜
井
宮
か
ら
寂
楽

寺
の
修
造
等
の
功
績
に
よ
り
、
地
一
頭
住
心
（
湯
浅
宗
光
の
妻
）
が
当
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庄
の
預
所
臓
の
永
代
相
伝
が
認
め
ら
れ
て
以
来
、
地
頭
が
綿
収
納
の

責
任
を
負
っ
て
い
た
。
徴
収
に
お
け
る
役
割
分
担
と
し
て
は
、
絹
は

公
文
が
、
綿
は
地
頭
が
扱
っ
て
お
り
、
地
頭
に
は
絹
の
徴
収
権
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
百
姓
ら
は
地
頭
に
よ
る
年
長

絹
徴
収
に
対
し
て
、
よ
り
積
極
的
な
不
服
従
の
態
度
一
を
示
す
。

神
本
析
一
い
男
氏
は
「
養
蚕
規
模
の
拡
大
は
田
地
の
場
合
と
は
異
な
っ

て
は
る
か
に
容
易
で
あ
り
、
こ
の
と
と
が
農
民
の
余
剰
を
僧
加
さ
せ

る
条
件
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
〔

1
2
と
さ
れ
、
ま
た

可
荘
に
お
い
て
は
養
蚕
規
模
の
大
小
が
庄
民
間
の
地
位
を
決
定
す
る

一
つ
の
指
標
と
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
養
蚕
規

模
の
拡
大
は
領
主
側
か
ら
み
れ
ば
収
取
を
拡
大
し
う
る
も
の
で
あ
り
、

庄
民
屑
の
余
剰
の
増
大
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。
生
産
規
模
の
拡
大

が
直
ち
に
百
姓
の
領
主
に
対
す
る
地
位
の
向
上
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
動
き
は
注
目
に
値
す
る
。

さ
て
、
検
注
・
収
納
の
時
期
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
当
庄
に
お

い
て
検
注
・
収
納
関
係
文
書
の
う
ち
、
時
期
が
確
定
で
き
る
も
の
は

符
見
の
限
り
、
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
ま
で
に
一
二
十
通
あ
る

（L

リ
人
永
十
一
年
以
降
関
係
文
書
は
見
ら
れ
な
い
）
。
建
久
同
年
（
一

令
九
二
一
）
に
は
九
月
に
上
荘
在
家
内
川
検
注
状
～
1

3

）
、
ト
荘
所
中
T

注
進

状
（
1
2
、
上
仲
壮
出
検
註
状
、
J
E
、
定
同
地
子
検
注
目
録

J
E
が
ほ
ぼ

同
時
期
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
阿
底
河
下
荘
綿
議
取
状
、

l
y
J

一
に
は

正
点
二
年
（
一

E

4

五
七
）
か
ら
文
応
一
バ
年
（
一
ニ
ム
ハ

O
）
に
か
け
て

の
綿
の
請
取
状
が
八
通
残
さ
れ
て
お
り
、
九
月
か
ら
ト
一
一
月
に
集
中

し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
綿
の
納
入
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

百
姓
ら
は
か
わ
り
に
返
抄
を
受
け
取
り
、
一
括
し
て
進
米
沙
汰
の
際

に
提
出
す
る
の
だ
ろ
う
。

当
庄
仁
お
い
て
結
解
状
は
－
一
通
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
什

付
が
確
定
で
き
る
も
の
は

A

通
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
庄
に

お
い
て
い
つ
進
本
沙
汰
が
行
な
わ
れ
、
結
解
状
が
作
成
さ
れ
た
か
を

示
す
も
の
と
は
な
り
え
な
い
が
‘
一
つ
の
指
僚
に
は
な
り
う
る
。
こ

こ
に
全
文
を
紹
介
す
る
r
1
8

；

（端一
h

用

者

主
H
）

「

阿

ヨ

河

政

弘

長

元

年

結

解

状

上下庄未進百二十四両分
布散用、、九進如一件、

弘長ム一年一二月二日

これは弘長A一年（4ム一六一一）のものでゴ一月に刑されたも

のであるから、進未沙汰がこの時には終わっていたことは
推定できるのまた、弘長兄年（一一一六一）には一一宇月に結解

状ではないが公文作員注進状として文応元年（牟一一六O）
分の米進について述べている。

ことで注円、すべきはこの時期の未進の多さであろう。結
解状によればトド庄ともに未進を申告している。また、

「定未進」という訴も見受けられる。これはこの時の最終

的な未進をぶすものである。第一段階での所済が行なわれ
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い
う
よ
う
に
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
、
長
期
化
が
・
予
測
さ
れ
る
。

太
良
庄
に
お
い
て
も
建
長
頃
、
預
所
代
定
安
の
死
後
、
地
頭
の
介

入
な
ど
に
よ
り
預
所
と
百
姓
と
の
間
が
次
第
に
円
滑
を
欠
く
よ
う
に

な
り
、
年
貢
未
納
が
用
大
し
は
じ
め
、

rH
姓
た
ち
が
損
亡
に
よ
る
減

免
を
主
張
し
、
認
め
ら
れ
る
ま
で
は
稲
を
刈
り
取
ら
な
い
と
い
う
強

硬
な
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
庄
に
お
い
て

も
、
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
の
湯
浅
宗
氏
の
預
所
改
答
に
始
ま
り
、

文
永
元
年
（
一
二
六
凶
）
ま
で
に
婿
磨
法
橋
、
米
持
王
、
粉
河
讃
岐

房
、
さ
ら
に
米
持
王
へ
と
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
る
。
地
頭
側

と
し
仕
園
領
主
側
の
頒
所
職
を
め
ぐ
る
争
い
が
想
定
で
き
る
が
‘
同
時

に
百
姓
と
の
関
係
の
悪
化
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。
庄
同
経
営

の
再
編
成
に
乗
り
出
し
た
本
所
円
満
院
に
よ
り
正
嘉
広
年
の
地
頭
の

預
所
職
改
借
と
い
う
行
為
に
及
ぶ
が
、
こ
れ
に
伴
い
庄
民
が
材
木
収

納
過
程
か
ら
湯
浅
氏
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
動
き
も
注

H
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
綿
が
代
銭
で
も
納
め
ら
れ
て
い
た
と
と
が
分
か
る
。
－

今
一
一
世
紀
後
半
よ
り
当
庄
に
お
い
て
も
商
品
経
済
と
と
も
に
代
銭
納
化

の
流
れ
が
指
摘
で
き
る
が
、
詳
し
く
は
先
学
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
当
庄
に
お
い
て
も
一
般
に
い
わ
れ
る
八
、
九

月
の
検
注
（
年
貞
昭
和
に
か
け
ら
れ
る
）
の
後
、
ト
月
以
降
三
月
頃
ま

で
の
収
納
・
進
未
沙
汰
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
機
械
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
ず
、

文
永
十
年
（
一
二
七

a
U
を
見
て
み
る
と
上
荘
在
家
等
検
沌
目
録

（1
2
、
上
荘
園
代
検
注
目
録
（
2
0

）
が
六
月
四
日
に
出
さ
れ
、
ま
た
上

下
庄
出
出
配
分
注
文
？
と
が
六
月
十
三
日
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
未
進
の
増
大
す
る
ヨ
庄
へ
の
対
処
と
し
て
、
庄
園
領
主
側
の
御
使

馬
入
道
願
蓮
の
活
躍
に
よ
る
検
注
実
施
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
当

時
の
政
治
状
況
、
支
配
者
の
構
成
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
も
註

E

蛍
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
文
永

l
一
年
ト
月
の
逃
散
の
事
例
か
ら
派
生
し
て
、
当
庄

の
年
貢
公
事
徴
収
シ
ス
テ
ム
・
領
主
一
百
姓
の
対
立
関
係
を
考
察
し

た
。
こ
の
十
月
の
逃
散
は
そ
の
後
翌
春
三
月
ま
で
引
き
続
く
。
五
月

提
出
の
上
村
百
姓
等
訴
状
案

2
2
に
「
去
春
委
細
注
進
一
一
同
上
之
処
、

百
姓
於
レ
令
一
一
還
性
」
と
あ
り
、
ま
た
制
作
九
月
日
の
上
村
雑
掌
従

蓬一一
A

一μ
上
状
案

2
2
に
も
「
京
親
致
一
＋
廿
余
ケ
之
非
法
一
、
山
唄
ご
亡
上
民

之
問
、
土
民
逃
散
忽
逃
散
之
後
、
参
一
一
本
所
申
子
細
了
、
就
レ
之

去
年
春
比
、
被
L

尋
＼
卜
宗
規
之
刻
、
無
二
陳
方
一
之
問
、
停
一
止
篠
々

之
非
法
、
可
レ
還
了
住
百
姓
等
之
出
、
被
）
仰
下
之
時
、
心
部
規
出

示
伏
之
請
文
了
」
と
あ
る
よ
う
に
「
去
森
」
に
百
姓
ら
は
還
作
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
去
春
」
に
つ
い
て
は
、
一
川
野
通
明
氏

が
関
係
史
料
か
ら
建
治
広
年
の
一
二
月
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
逃
散
の

内
実
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
残
存
史
料
か

ら
逃
散
の
流
れ
に
つ
い
て
舷
認
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
ト
凡
の

逃
散
↓
逃
散
の
後
、
本
所
（
円
満
院
）
に
参
り
子
細
を
巾
す
（
申
状

提
出
）
↓
二
一
片
還
住
と
な
る
。
や
や
冗
長
に
な
っ
た
が
、
以
上
が
文

永
十
一
年
（
一
二
七
凶
）
か
ら
翌
建
治
元
年
（
一
‘
宇
七
五
）
に
か
け

て
起
こ
っ
た
逃
散
の
概
観
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
逃
散
の
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
あ
え
て
ム
般
性

を
求
め
る
な
ら
ば
、
同
時
代
に
散
見
さ
れ
る
逃
散
の
史
料
を
検
討
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

弓
削
島
庄
を
例
に
挙
げ
よ
う
。
正
和
一
二
年
二
二
二
四
）
と
元
字

四
年
（
平
二
一
一
同
）
に
逃
散
が
児
ら
れ
る
。
逃
散
の
事
例
を
一
不
す
文

書
は
そ
れ
ぞ
れ
正
和
J

一
年
の
九
月
日
『
2

4

；

l
－
月
日
；

t
、
元
古
了

間
レ
ヰ
の
一
一
－
月

U

2

1
、
九
月
行
（
2
7

提
出
の
汀
姓
等
巾
状
に
よ
る
。

正
和
一
二
年
（

A

三
－
四
）
の
逃
散
は
「
百
姓
等
打
一
捨
重
代
相
伝

名

主

職

井

住

宅

等

、

己

今

月

廿

J
H
能
）
出
御
領
内
岡
本
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
九
月
一
．
卜
一

H
に
逃
散
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

理
由
は
「
綜
依
レ
被
レ
致
一
新
儀
非
法
＼
就
レ
難
ニ
安
塙
一
」
こ
と
に
よ

る
。
以
下
、
預
所
の
非
法
を
連
ね
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
可
レ
令
レ
安
ニ
堵
肖
姓
等
一
由
、
蒙
一
御
成

敗
一
者
、
令
レ
還
ニ
住
本
宅
一
、
有
限
欲
し
全
一
御
年
貢
己
ド
口
〔
諸
〕
御

公
事
等
一
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
年
貢

・
公
事
に
つ
い
て
は
全
う
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
卜
一
月

日
申
状
に
お
い
て
も
「
難
レ
然
不
レ
預
二
分
明
御
裁
許
一
之
問
、
難
レ
還

一
補
自
性
等
」
と
あ
り
、
い
ま
だ
還
住
で
き
な
い
こ
と
を
訴
え
て
い

る
。
ま
た
、
「
以
－
飛
脚
一
恐
々
一
一
一
三
上
」
と
あ
る
よ
う
に
逃
散
後
も
申

38 



状
を
提
出
し
て
い
た
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
一
バ
デ
四
年
（
一
一
二
三
川
）
に
は
一
二
月
に
申
状
が
附
さ
れ
、

そ
の
な
か
に
「
百
姓
等
罷
出
御
領
、
戎
迷
－
山
野
一
、
或
隠
一
居
他
所

」
と
あ
り
、
逃
散
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
原
肉
は
現
預
所
と

前
預
所
と
の
政
争
の
挙
げ
句
に
前
預
所
の
「
悪
党
打
入
、
被
－
一
高
妨

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
苔
一
一
牟
味
神
水
一
」
が
一
一
度
も

書
か
れ
て
お
り
、
堅
い
決
意
の
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
。
同
年
九
月

U
に

は
逃
散
が
再
燃
し
た
よ
う
で
、
「
今
月
十
一
七
日
仁
御
領
内
罷
出
畢
」

「
住
役
之
行
性
五
六
人
令
部
一
失
畢
」
と
あ
る
。
原
闘
は
年
長
取
に
つ

い
て
「
於
）
近
年
者
料
物
品
分
毛
不
ν

被
ニ
下
行
、
号
一
負
債
佑
也
被

二
責
取
之
上
、
毛
無
一
先
例
称
ニ
新
負
債
一
被
責
取
之
条
、
難
L

堪

無
レ
同
問
者
也
」
と
あ
り
、
ま
た
年
貢
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
「
汁

一
来
納
一
」
し
、
責
め
取
ら
れ
る
乙
と
に
あ
ろ
う
。

弓
削
品
庄
の
逃
散
の
事
例
か
ら
指
摘
で
き
る
点
は
以
下
の
如
く
で

あ
る
。
①
農
閑
期
に
お
け
る
逃
散
。
詳
し
く
は
第
一
一
一
節
に
お
い
て
述

べ
る
。
＠
先
例
、
傍
例
に
よ
る
新
借
非
法
の
停
止
要
求
。
入
間
同
氏

に
よ
れ
ば
「
「
先
例
」
「
傍
例
」
の
論
珂
を
用
い
て
、
年
点
公
市
計
の

減
免
・
井
料
の
給
付
な
ど
を
要
求
す
る
合
法
的
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、

中
世
社
会
の
成
立
期
か
ら
」
賞
し
て
見
ら
れ
た
農
民
闘
争
の
戦
術
で

あ
っ
た
」

2
3
と
あ
る
。
③
百
姓
ら
の
主
張
。
一
令
レ
還
二
住
百
姓
等

為
レ
八
十
二
一
例
年
貢
巳
下
万
報
公
事
等

L

「A
H

也
一
胆
住
、
為
レ
八
L

－
御

年
貢
」
な
ど
の
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
が
還
住
す

る
の
は
、
年
長
・
公
事
を
納
め
る
た
め
と
い
う
主
張
が
多
く
見
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
阿
弓
一
川
庄
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
阿
合
川
正
の
建
治
一
バ
年
（
－
二
じ
五
）
の
片
仮
名
書
言

上
状
へ

5
に
も
第
九
条
「
イ
ヨ

L

U
姓
ウ
セ
候
ナ
ニ
ス
ル
候
」
や

書
止
文
二
日
姓
、
ト
コ
ロ
ニ
ア
ン
ト
シ
タ
ク
依
」
と
あ
り
、
こ
の
一
一
二
口

上
状
の
提
出
さ
れ
た
ト
月
打
八
日
に
逃
散
の
山
日
一
子
一
口
を
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。と

ご
ろ
で
、
「
逃
散
の
季
節
」
に
つ
い
て
斗
一
口
反
さ
れ
た
も
の
に
木

村
茂
光
氏
の
次
の
見
解
〆
；
、
が
あ
る
。
「
孟
蘭
ハ
託
金
過
、
ダ
ス
七
月
下

旬
か
ら
一
八
月
上
旬
に
な
る
と
早
稲
の
収
絡
が
始
ま
り
、
い
よ
い
よ
収

穫
の
季
節
去
迎
え
る
。
し
か
し
、
一
五
で
こ
の
季
節
は
闘
争
の
季
節

で
も
あ
っ
た
の
日
照
り
や
風
雨
に
よ
っ
て
農
作
物
に
被
害
が
で
る
と
、

年
貢
の
減
免
を
め
ぐ
っ
て
領
主
と
農
民
と
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
駆
け

引
き
と
闘
争
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
決
法
省
、
が
つ
か
な
い
時
は

逃
敢
な
ど
の
実
力
行
使
が
行
わ
れ
た
り
、
未
決
着
の
ま
ま
匂
年
存
ま

で
交
渉
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
去
経
な

が
ら
、
一

O
Hけ
か
ら
一
号
月
に
か
け
て
領
主
へ
の
年
貢
の
納
入
が
行

わ
れ
、
収
納
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
存
の
勧
農
の
時
に

決
め
ら
れ
て
い
た
年
貢
額
な
ど
を
基
準
に
、
完
納
か
未
進
（
未
払
い
）

か
な
ど
が
確
定
さ
れ
、
こ
の
結
果
が
次
年
の
者
の
勧
農
に
引
き
継
が

れ
る
の
で
あ
る
。
」

異
体
的
綴
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
氏
の
叙
述
は
新
鮮
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
収
穫
期
に
む
け
る
不
作
と
い
う
物
理
的
な
問
題
が

逃
散
と
い
う
行
為
を
導
き
、
闘
争
と
い
う
政
治
問
題
を
蓉
起
す
る
ま

で
に
至
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
当
庄
の
逃
散
を
考
察
し
た

結
果
、
逃
散
は
む
し
ろ
十
月
頃
に
始
ま
る
（
づ
削
島
庄
は
九
月
下
旬

に
見
ら
れ
る
）
と
見
る
べ
き
で
、

1
月
か
ら
－
一
一
月
の
農
閑
期
に
強
弱

の
波
を
も
ち
な
が
ら
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
節
で
は
と
の
逃
散
が
4
1

庄
の
交
配
関
係
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を

も
た
ら
し
た
の
か
与
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
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2 1 

吉
良
第
会
節
（

3
）
A

刷
文
。

二

瓦

八

湯

浅

浄

智

両

度

請

文

案

に

よ

れ

ば

、

地

頭

湯

浅

浄

秤
は
、
ま
だ
法
的
に
は
高
野
山
領
と
な
っ
て
い
な
い
当
庄
を

「
尚
野
山
紀
伊
開
削
弓
川
床
」
と
称
し
、
さ
ら
に
地
頭
の
新

儀
非
法
を
停
止
す
る
と
い
品
野
山
に
対
し
て
恭
暇
の
態
度
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
地
一
頭
の
新
儀
非
法
と
し
て
逃
死
亡

跡
と
祢
し
て
つ
H
姓
の
し
地
を
奪
う
こ
と
と
材
木
を
切
り
出
し

て
、
他
の
場
所
で
売
却
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

一
五

O

阿
丘
、
河
汗
荘
官
庁
姓
等
請
文
。

一
六
－
一
阿
見
凶
作
壮
花
岡
村
唯
一
向
文
。

一
六
二
一
阿
え
河
荘
荘
官
材
木
請
文
。

一しハ

μ

阿
正
河
紅
紅
官
一
山
性
等
材
木
詩
文
。

五
六
阿
－
比
例
荘
定
出
地
子
険
注
日
録
案
。

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 



（

8
）
 

（

9
）
 

（
叩
）

（
日
）

（
臼
）

一

九

四

阿

忌

河

L
卜
荘
田
代
検
注
日
録
案
。

一
一
：
六
阿
正
河
荘
預
所
ド
文
案
。

（
9
）
に
同
じ
。

黒
川
は
じ
め
に
（

3
）
論
文
。

神
木
哲
男
「
中
世
荘
闘
に
お
け
る
領
主
と
貨
幣
流
通
」

（
『

U
本

中

世

商

品

流

通

史

論

』

所

収

有

斐

閣

J

九
八

O
年
初
出
」
九
六
一
二
年
）

（
日
）
－
K
て
－
何
氏
河
上
荘
在
家
自
検
注
状
案
。

（
日
）
瓦
四
阿
正
河
ム
卜
荘
所
当
注
進
状
案
。

（K
M

）
五
瓦
阿
尽
河
上
経
団
検
注
状
案
。

（
同
）
（

7
）
に
同
じ
。

（
げ
）
会
二
一

L

ハ
阿
丘
河
下
荘
綿
請
取
状
案
。

（
同
）
一

H
－
一
阿
正
訓
荘
締
結
解
状
案
。

（
時
）
一
九
一
一
－
阿
氏
河
上
荘
在
家
等
検
注
円
録
案
。

（
却
）
（

8
）
に
同
じ
。

（
幻
）
－
九
五
阿
丘
河
上
下
荘
出
回
配
分
注
文
。

（
幻
）
二

O
Lハ
阿
民
河
荘
上
村
汀
姓
等
訴
状
案
。

（
お
）
－

4

一
八
阿
正
河
荘
上
村
雑
掌
従
謹
言
上
状
案
。

（
担
）
『
愛
媛
県
史
・
史
料
編
』
四
六

O

づ
削
島
庄
領
家
－
万
円
姓

等
巾
状
。

（
お
）
『
愛
媛
県
史
・
史
料
編
』

連

署

重

申

状

。

（
却
）
『
愛
媛
県
史
・
史
料
編
』

等
申
状
。

（
訂
）

（
却
）

（
却
）

（
却
）

日↓
L

、

Hυ
ド
一
．
，
／

づ
削
島
庄
鋲
家
行
姓
等

A
I
＼

J

、

i
i
f
L
．
／
 

弓
削
島
庄
沙
汰
人

ru
姓

『
愛
媛
県
史
・
史
料
編
』
五
一

O

弓
削
島
庄
百
姓
等
巾
状
。

二
一
九
阿
丘
、
同
荘
上
村
百
姓
等
一
一
口
上
状
。

入
間
田
前
掲
書
。

木
村
茂
光
『
ハ
タ
ケ
と

H
本
人
』

社

一

九

九

六

年

。

（
中
公
新
書
）

中
央
公
論

文

永

建

治

相

論

へ

の

高

野

山

の

介

入

文
永
建
治
相
論
の
結
果
に
つ
い
て
は
論
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

裁
決
状
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
相
論
の
展
開
過
程
・
そ
の
後

の
巧
爪
の
動
向
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
仲
村
氏
は
「
訴
陳
の
経
過

か
ら
す
れ
ば
寂
楽
寺
に
布
利
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」

7
）

と
さ
れ
、
寂
楽
寺
側
勝
訴
、
地
頭
側
敗
訴
と
さ
れ
る
。
一
ト
ベ
黒
凶

氏
は
①
寂
楽
与
の
数
多
く
の
文
書
群
の
な
か
に
判
決
文
が
な
い
。
一
②

翌
建
治
ゴ
一
年
に
寂
楽
寺
別
当
任
快
が
領
家
職
を
尚
野
山
に
譲
渡
し
た

事
実
。
③
状
況
が
地
頭
に
有
利
。
④
湯
浅
氏
の
し
ハ
波
羅
に
お
け
る
地

位
。
⑤
湯
浅
氏
に
よ
る
じ
ハ
波
羅
奉
行
任
抱
き
込
み
政
策
の
五
点
の
理

巾
を
挙
げ
ら
れ
寂
楽
寺
側
敗
訴
、
地
頭
側
勝
訴
と
い
う
結
論
を
導
い

て
い
る
F
2

）

O

相
論
の
結
末
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
彦
外

に
少
な
く
、
ま
た
評
価
が
ま
っ
た
く
反
対
な
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
が
、

私
は
相
論
の
勝
利
自
体
か
ら
い
え
ば
、
以
下
の
用
出
に
よ
り
庄
同
領

主
側
の
勝
訴
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
④
建
治
年
聞
の
相
論
に
は
絞

楽
寺
は
値
段
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
出
1

時
の
相
論
の
当
事
者
は
本
所
円

満
院
内
跡
で
あ
ゐ
。
地
頭
と
の
相
命
に
お
い
て
政
治
力
の
差
は
大
き

い
。
②
阿
づ
一
川
庄
桁
諭
沙
汰
文
書
案
か
ら
建
治
年
聞
の
相
論
の
経
過

を
辿
っ
て
み
る
と
状
況
が
湯
浅
氏
に
有
利
で
あ
っ
た
と
は
と
て
も
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
当
文
書
に
よ
れ
ば
、
達

治
一
苅
年

a
O
月
五
日
よ
り
初
沙
汰
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
た
び
た
び
地

頭
の
出
対
を
命
じ
る
パ
文
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
地
頭

は
そ
の
催
促
に
応
じ
ず
、
同
年

l
二
月
十
七
日
に
な
り
「
文
永
五
年

同
月
廿
五
日
関
東
御
ド
知
」
を
提
出
し
、
自
ら
の
領
有
権
を
主
張
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
の
真
偽
に
つ
い
て
の
争
い
に
つ
い
て
は

先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
建
治
一
今
年
に
な
っ
て
か
ら
も
地

頭
は
出
対
拒
斉
の
姿
勢
を
崩
し
て
お
ら
ず
、
相
論
に
お
け
る
不
利
を

認
識
し
、
そ
の
た
め
延
引
戦
術
を
取
っ
た
と
解
し
う
る
。

こ
こ
で
、
建
治
相
論
の
結
末
に
関
し
て
、
黒
同
氏
も
抗
日
さ
れ
た

寂
楽
寺
別
当
任
快
が
領
家
職
を
高
野
山
に
一
議
渡
し
た
事
実
に
つ
い
て

着
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
当
店
は
、
こ
の
制
論
決
着
後
、
し
ば
ら

く
し
て
高
野
山
領
と
な
る
が
、
そ
の
意
味
で
寂
楽
寺
に
よ
る
高
野
山

へ
の
譲
渡
は
、
い
わ
ば
当
庄
の
磨
史
の
重
大
な
転
換
点
と
な
る
行
為

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
黒
田
氏
に
よ
れ
ば

1

勝
利
者
な
ら
、
せ
っ
か
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く
確
保
し
た
権
利
を
、
す
ぐ
に
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
、
し
な

い
は
ず
だ
」

2
と
さ
れ
る
行
動
を
な
ぜ
寂
楽
寺
別
当
任
快
は
取
っ

た
の
か
。
あ
る
い
は
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
。

建
治
一
一
一
年
（

A

二
七
七
）
一
一
一
月
に
寂
楽
寺
僧
法
印
某
が
荘
務
権

を
高
野
山
に
一
譲
渡
し
た
。
は
じ
め
に
と
の
事
実
を
指
摘
さ
れ
た
の
は

仲
村
氏
で
、
さ
ら
に
河
野
氏
が
こ
の
法
印
某
を
絞
楽
寺
別
当
宰
相
法

印
任
快
で
あ
っ
た
と
比
定
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
寂
楽
与

が
高
野
山
へ
の
譲
渡
を
決
行
し
た
か
に
つ
い
て
、
仲
村
氏
は
二
」
の

点
は
ま
っ
た
く
史
料
的
に
空
白
で
的
確
な
指
摘
は
不
可
能
で
あ
る
」

（1
と
さ
れ
な
が
ら
も
「
推
定
に
推
定
を
重
ね
れ
ば
、
六
波
羅
で
の

裁
判
の
進
行
が
不
利
と
み
て
と
っ
た
地
頭
湯
浅
氏
が
、
高
野
山
と
結

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寂
楽
寺
と
の
抗
争
に
決
肴
を
つ
け
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
」
（
S

）
と
さ
れ
る
。
阿
豆
河
庄
の
領
有
権
の
根
拠
は

あ
く
ま
で
も
半
惟
仲
の
寂
楽
寺
へ
の
施
入
状
で
あ
る
が
、
建
治
相
論

に
寂
楽
寺
は
直
接
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
実
質
の
領
有
は
円
満
院
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
。

一
方
、
河
野
氏
は
「
任
快
は
根
本
文
書
を
踊
し
取
ら
れ
権
利
回
復

の
見
通
し
を
断
た
れ
た
な
か
で
、
阿
丘
、
州
荘
領
ト
何
権
の
高
野
山
へ
の

譲
渡
を
決
意
し
た
。
そ
れ
は
任
快
を
排
除
し
つ
づ
け
た
円
助
へ
の
報

復
で
あ
り
、
そ
し
て
利
に
さ
と
い
任
快
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
何
ら

か
の
代
償
を
求
め
た
利
権
の
売
却
で
は
な
か
っ
た
か
」
（
6

）
と
さ
れ
、

地
頭
の
動
向
と
い
う
よ
り
も
庄
闘
領
主
側
の
確
執
を
重
視
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
円
満
院
の
反
対
に
よ
り
す
ぐ
に
は
高
野
山
へ
の
議
渡
が

成
立
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
円
満
院
の
影
響
を
中
中
大
力
で
排
除
す
る
動

き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
高
野
山
僧
が
荘
内
に
進
出
し
、
さ
ら

に
弘
安
川
年
（

A

二
七
八
）
に
は
高
野
山
衆
徒
契
状
請
文
（
Y

）
が
だ

さ
れ
る
。
そ
し
て
粁
余
曲
折
を
経
て
、
嘉
元
三
年
に
円
満
院
に
よ
る

避
状
が
出
さ
れ
ハ
E
、
高
野
山
の
領
有
が
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ

た。
寛
弘
元
年
（
一

O
O
問
）
か
ら
当
庄
奪
取
を
試
み
た
高
野
山
の
念

願
が
こ
こ
に
叶
っ
た
こ
と
に
な
る
。
高
野
山
が
紀
の
川
と
ト
何
回
川
の

上
流
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
膝
下
に
多
く
の
荘
園
を
有
し
た
こ
と
は

知
ら
れ
、
そ
の
高
野
山
が
再
一
二
に
わ
た
り
、
当
庄
奪
取
運
動
を
行
な

つ
一
て
い
た
こ
と
は
、
豊
富
な
研
究
史
か
ら
も
解
せ
る
周
知
の
事
実
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
高
野
山
が
つ
ね
に
阿
辻
川
庄
を
ね
ら
っ
て
い
た

と
考
え
る
よ
り
も
当
庄
の
状
況
に
応
じ
て
、
巧
み
に
攻
撃
し
た
と
予

想
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
河
野
氏
は
「
史
料
に
よ
る
限
り
建

長
八
年
（
一
平
ゐ
五
六
）
以
後
弘
安
元
年
（
一
三
七
八
）
ま
で
の
て

O

年
余
り
は
高
野
山
の
阿
呈
河
荘
獲
得
運
動
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
期

間
の
前
半
は
円
満
院
で
は
綴
井
宮
の
治
慌
に
あ
た
り
、
阿
弓
削
荘
支

配
が
比
較
的
安
定
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
」
（

Q

こ
と
指
摘
さ
れ
、

「
高
野
山
は
桜
井
宍
の
力
量
を
前
に
、
阿
H
q一
河
荘
獲
得
を
一
時
あ
き

ら
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
建
治
一
二
年
の
任
快
の
領
有
権

獲
得
を
き
っ
か
け
に
再
燃
し
た
と
み
て
は
ど
う
か
」
（
l
f
と
高
野
山

の
阿
豆
川
作
獲
得
運
動
に
強
弱
の
波
を
想
定
し
、
か
つ
一
任
快
の
果
た

し
た
役
割
を
評
価
し
て
い
る
。

以
上
ま
で
が
、
現
時
点
の
研
究
の
到
達
点
と
考
え
ら
れ
る
が
、
高

野
山
の
当
庄
奪
取
運
動
の
契
機
と
な
る
も
の
を
仲
村
氏
に
し
て
も
、

河
野
氏
に
し
て
も
建
治
一
－
－
年
（

J

二
七
七
）
の
寂
楽
寺
に
よ
る
荘
務

権
放
棄
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
日
す
べ
き
も
の
が
建
治
相
論
へ
の
高
野
山
検
校
を
兼
ね

る
東
寺
長
者
の
介
入
で
あ
る
。
東
与
の
存
ト
仕
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
た

の
は
河
野
氏
だ
け
で
あ
る
が
、
私
見
と
評
価
が
異
な
る
。
そ
こ
で
、

再
び
建
治
一
冗
年
の
春
の
円
満
院
に
よ
る
ト
泉
寺
長
者
へ
の
諮
問
に
戻
り

河
野
氏
の
見
解
（
1

1

）
を
ま
と
め
た
い
。
さ
ら
に
相
品
の
結
末
に
つ
い

て
も
東
寺
介
入
と
い
う
視
点
か
ら
広
岡
領
主
勝
訴
と
い
う
私
見
を
補

強
し
た
い
。

東
寺
長
者
へ
の
諮
問
の
理
由
に
つ
い
て
氏
は
「
東
寺
の
太
良
荘
支

配
の
経
験
を
借
り
よ
う
と
し
た
」
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
来
年

で
は
、
供
僧
ら
が
自
力
で
守
護
代
を
ム
ハ
波
経
に
訴
え
、
強
力
な
直
務

支
配
を
展
開
し
は
じ
め
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
阿
豆
川

庄
に
お
い
て
「
い
ま
白
領
の
出
姓
等
が
逃
散
と
い
う
非
常
子
段
に
出

て
地
頭
の
非
法
を
訴
え
て
き
た
時
に
あ
た
り
、
刊
満
院
は
し
ハ
波
昭
和
市

訴
の
吋
百
に
つ
い
て
、
荘
同
経
営
の
経
験
県
か
な
束
与
の
意
見
を
求

め
た
」
と
さ
れ
る
。
と
の
時
の
東
寺
長
者
は
『
東
寺
長
者
補
任
』
に

よ
れ
ば
、
大
相
止
道
融
で
あ
る
。
山
東
寺
長
打
は
金
剛
峯
寺
座
主
し
を
兼
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ね
高
野
山
検
校
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
り
、
阿
旦
川
庄
の
領
有
権
を

長
年
主
張
し
て
き
た
高
野
山
、
さ
ら
に
東
寺
は
円
満
院
に
取
っ
て
敵

対
関
係
に
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
河
野
氏
は
、
こ
の
時
期
、

東
寺
長
者
に
諮
問
し
え
た
理
由
と
し
て
円
満
院
門
跡
刊
助
法
親
王
と

大
僧
正
道
継
と
の
人
間
関
係
に
注

H
さ
れ
、
そ
の
き
わ
め
て
近
い
関

係
を
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
東
土
寸
長
者
が
意
見
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ

い
て
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
河
野
氏
の
言
わ
れ
る
円

満
院
門
跡
と
東
寺
長
者
と
の
個
人
的
関
係
を
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ

ん
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
東
寺
長

者
御
教
書
」
を
見
る
と
宛
所
は
阿
閑
梨
殿
と
な
っ
て
お
り
、
内
容
は

「
東
寺
長
者
が
上
村
雑
掌
の
新
儀
張
行
を
停
止
す
べ
き
の
旨
を
宗
親

に
命
令
さ
れ
、
ま
た
口
十
く
帰
住
し
、
勧
農
に
つ
と
め
る
よ
う
に
と
作

民
に
命
じ
る
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
円
満
院
の
諮
問
に
対
す
る
涯
笈
円
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
東
寺
の
地

頭
に
対
す
る
強
制
力
は
存
住
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で

強
調
し
て
い
る
の
は
、
陀
民
の
還
住
に
つ
い
て
で
あ
り
、
相
論
へ
の

対
策
で
は
な
い
。

ま
た
、
河
野
氏
は
「
東
寺
長
者
が
検
討
を
命
じ
た
公
文
所
と
は
当

然
の
こ
と
な
が
ら
東
寺
の
公
文
所
で
あ
っ
て
、
阿
氏
河
荘
の
公
文
所

で
あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
さ
れ
る
が
、
東
寺
長
者
は
じ
前
野
山
の
監
督

権
も
有
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
氏
が
「
東
寺

公
文
所
注
進
状
案
」
と
比
定
さ
れ
た
書
状
の
内
容
を
見
る
と
非
常
に

詳
細
に
相
論
の
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
東
寺
に
と
っ
て
み
れ

ば
阿
豆
川
庄
の
こ
と
は
出
接
関
係
し
な
い
の
で
あ
り
、
詳
細
に
把
握

す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
高
野
山
は
別
で
あ
る
。
積
年
の
顧
い

を
実
行
す
る
チ
ャ
シ
ス
を
伺
っ
て
お
り
、
当
庄
の
荘
務
関
係
に
つ
い

て
も
多
大
の
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
氏
に
よ
れ
ば
「
宛
書
の

「
阿
閑
梨
殿
」
は
円
満
院
の
家
司
の
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る

が
、
わ
た
し
は
む
し
ろ
高
野
山
僧
と
推
定
す
る
。

以

t
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
氏
が
「
東
奇
公
文
所
川
町
進
状
案
」

と
比
定
さ
れ
た
書
状
は
、
高
野
山
が
東
寺
長
者
に
阿
豆
川
庄
に
つ
い

て
報
告
し
、
指
示
を
求
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
東
寺
が
介
入
し

た
の
は
円
満
院
の
諮
問
を
受
け
た
か
ら
で
は
な
く
、
高
野
山
を
監
皆

す
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
し
品
野

山
は
こ
の
段
階
で
由
l

庄
領
’
伺
権
の
奪
回
に
動
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
そ
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
は
な
に
か
。
そ
れ
が
阿
弓
川

床
に
お
け
る
百
姓
ら
一
の
逃
散
で
あ
っ
た
。

zu
姓
ら
は
地
頭
と
の
戦
い

の
な
か
で
、
逃
散
の
矛
を
納
め
る
た
め
に
高
野
山
を
利
用
し
て
い
る
。

逃
散
の
場
所
は
高
野
山
領
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
東
寺
長
吾
が
介
入

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

石
井
進
氏
の
「

1
一
月
の
収
納
期
、
一
二
月
の
農
作
業
開
始
期
、
こ

う
し
た
重
要
な
時
期
ご
と
に
村
を
逃
散
し
て
は
、
荘
園
領
主
や
地
頭

に
要
求
を
出
し
、
攻
勢
を
か
け
る
、
そ
し
て
譲
歩
を
勝
ち
と
る
と
村

に
帰
る
。
こ
う
し
た
、
く
り
か
え
し
の
で
き
る
運
動
は
、
決
し
て
完

全
な
他
領
へ
の
逃
亡
で
は
な
く
、
荘
内
か
、
あ
る
い
は
隣
接
地
域
の

山
中
な
ど
に
一
種
の
根
拠
地
．
解
放
院
を
つ
く
っ
て
、
逃
散
の
時
は

こ
こ
に
こ
も
り
、
ま
た
や
が
て
は
村
に
帰
る
と
い
う
、
荘
闘
領
主
や

地
頭
に
対
す
る
線
づ
よ
く
、
し
た
た
か
な
抵
抗
な
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」
了
三
と
い
う
ア
ジ

l
ル
へ
の
逃
散
と
い
う
事
実
は
一
般
的

に
は
い
え
る
が
、
当
庄
の
逃
散
は
そ
れ
が
高
野
山
の
要
求
と
連
動
し

て
、
そ
の
後
の
当
庄
の
領
有
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
と
か
ら
も
、

当
庄
の
百
姓
ら
は
高
野
山
領
に
逃
散
を
決
行
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。建

治
元
年
二
－
月
の
東
寺
長
者
の
介
入
に
つ
い
て
河
野
氏
は
そ
こ
に

東
与
長
者
と
円
満
院
門
跡
円
助
法
親
王
と
の
人
的
関
係
を
強
調
さ
れ

る
が
、
そ
う
す
る
と
、
そ
の
後
の
当
庄
の
関
係
文
書
に
東
与
長
者
が

登
場
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
埋
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

が
生
じ
る
。
と
こ
で
注
刊
す
べ
き
は
、
乾
一
川
二
年
（
一
一
一

a
O
三
）
か

ら
嘉
元
二
年
（
一
三
一

O
凶
）
に
か
け
て
、
高
野
山
の
離
山
閉
門
の
企

て
を
停
止
し
本
寺
に
帰
住
す
べ
き
旨
、
さ
ら
に
円
満
院
避
状
に
よ
り

金
剛
峯
寺
領
と
な
っ
た
日
を
亀
山
院
院
宜
、
後
宇
多
院
院
完
と
し
て

東
存
長
者
宛
に
五
通
（
う
ち
一
通
は
院
僧
正
御
一
居
宛
と
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
東
寺
長
者
を
指
す
と
思
わ
れ
る
）
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
八
月
廿
－

A
U
関
東
御
教
書
に

で
品
野
山
金
剛
峯
寺
雑
掌
与
寂
楽
寺
雑
掌
相
諭
紀
伊
国
阿
弓
河
庄
事
、
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金
剛
峯
寺
帯
二
右
大
将
家
元
暦
一
広
年
七
月
二
口
状
所
レ
中
雌
レ
有

↑
子
細
、
非
一
関
東
進
止
地
之
問
、
任
道
理
一
宜
レ
為
↑
聖
断
－
、
可

レ
令
レ
巾
ニ
入
商
園
寺
殿
一
之
状
」
を
う
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
い
う
西
園
寺
は
円
満
院
門
跡
円
助
法
親
－
ト

F

の
こ
と
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

東
寺
長
者
に
対
し
て
、
院
宣
で
「
阿
立
川
庄
事
、
為
二
当
知
行
之

上
、
離
寺
閉
門
太
不
二
可
然
一
日
γ

帰
－
住
本
寺
一
、
吋
レ
奉
ニ
待
正
用
聖
断

之
由
、

J

円
ト
令
二
下
知
給
i

之
旨
、
被
一
一
仰
下
候
也
」
と
高
野
山
衆

徒
の
企
て
を
停
止
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
東
寺
に

高
野
山
の
監
督
権
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ

る。
と
れ
を
受
け
て
嘉
一
冗
二
年
（
一
二
一

O
阿
）
主
月
八
日
に
東
キ
長
者

御
教
書
（
1
3

一
が
出
さ
れ
る
。
全
文
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
端
裏
書
）
（
信
忠
）

「
勧
修
寺
長
者
御
時
正
別
当
状
」

僚
々
事

一
阿
豆
川
庄
被
L

M
口
一
一
円
満
院
宮
御
避
状
三
被
レ
裁
二
古
川
院
宣

副
二
彼
避
状

4

如
レ
此
、
御
帰
依
之
趣
、
子
細
異
レ
他
、
衆
徒

街
一
読
己
以
閉
店
者
敗
、

一
当
庄
訴
訟
之
問
、
企
二
閉
門
敬
訴
一
之
張
本
輩
事
、
院
宣
被

レ
遣
之
候
、
早
可
レ
被
レ
注
ニ
進
交
名
者
也
、

一
当
山
停
二
止
武
勇
一
吋
レ
専
一
一
修
学
一
事
、
院
宣
如
レ
此
、
殊
訂
円
レ

被
一
存
知
候
、

以
前
三
通
院
宜
、
一
時
到
来
、
早
触
二
満
山
吋
レ
被
二
遵
行

之
由
、
御
気
色
所
候
也
、
初
執
達
如
L

件、

（
追
筆
）
「
嘉
一
死
二
」

三

月

八

日

法

印

聖

職

検
校
僧
都
御
房
（
頼
成
）

宛
所
の
検
校
僧
都
御
珂
に
つ
い
て
は
高
野
山
検
校
で
あ
ろ
う
。
内

寄
を
ま
と
め
る
と
①
円
満
院
の
避
状
が
出
さ
れ
、
院
宣
の
ご
と
く
高

野
山
の
領
有
が
認
め
ら
れ
、
衆
徒
の
念
願
が
叶
い
、
安
心
し
た
②
閉

門
敗
訴
を
企
て
た
張
本
輩
の
交
名
を
提
出
す
べ
き
で
あ
る
③
院
立
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
市
川
を
停
止
し
修
学
に
努
め
る
こ
と
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
寺
全
体
に
通
達
す
べ
き
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
東
寺
の
高
野
山
へ
の
監
督
権
と
い

う
も
の
を
見
て
取
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
東
寺
長
者
の
介
入
は
高
野
山
へ
の
阿
豆
川
庄

の
荘
務
権
者
守
取
を
企
凶
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

仲
村
研
「
阿
見
河
荘
研
究
補
遺
」
（
『
中
世
地
域
史
の
研
究
』

所

収

高

科

書

店

－

九

八

八

年

）

単
一
…
同
第
一
節
（

2
）
論
文
。

（
2
）
に
同
じ
。

（
1
）
に
同
じ
。

〈

4
）
に
伺
じ
。

河
野
第

4

節
（

4
）
論
文
。

二

四

四

高

野

山

衆

徒

契

状

詩

文

。

二
八
四
後
宇
多
院
院
山
口
案
に
一
紀
伊
国
阿
せ
川
庄
事
、

満
院
宮
御
避
状
如
レ
此
」
と
あ
る

（
6
）
に
同
じ
。

（
9
）
に
同
じ
。

（
凶
）
に
同
じ
。
以
下
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

石

井

進

『

巾

世

を

読

み

解

く

古

文

書

入

門

』

出

版

会

ム

九

九

O
年。

一
一
八
七
東
寺
長
者
御
教
書
。
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東
京
大
学

（
日
）

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
次
の
－
一
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

①
い
つ
、
逃
散
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
逃
散
の
季
節
を
論
じ

た
。
阿
J
1
川
庄
に
お
い
て
逃
散
は
十
月
に
始
ま
り
、
二
一
月
に
終
息
し

た
。
こ
れ
は
庄
闘
領
主
の
還
性
へ
の
強
い
働
き
掛
け
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
百
姓
ら
も
あ
る
程
度
、
予
想
し
た
行
動
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

計
両
的
な
津
出
し
の
サ
ボ
タ
｝
ジ
ユ
の
の
ち
、
円
満
院
へ
の
訴
え
、

高
野
山
と
の
結
託
と
い
う
動
き
に
出
た
の
だ
ろ
う
。



②
ど
こ
に
、
逃
散
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
逃
散
の
目
的
を
論

じ
た
。
阿
豆
川
庄
の
百
姓
に
よ
る
逃
散
が
そ
の
後
の
当
庄
の
支
配
関

係
に
変
化
を
も
た
ら
せ
た
。
つ
ま
り
、
円
満
院
一
寂
楽
寺
か
ら
高
野

山
へ
の
荘
務
権
の
譲
渡
の
き
っ
か
け
は
百
姓
に
よ
る
逃
散
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
文
永
か
ら

建
治
に
か
け
て
の
逃
散
で
あ
り
、
逃
散
し
た
場
所
は
お
そ
ら
く
高
野

山
領
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
こ
の
逃
散
の
も
つ
歴
史
的
意
味

は
大
き
い
。

以
上
、
阿
弓
川
庄
に
お
け
る
研
究
史
の
空
内
部
分
を

A

一
、
二
一
、
補

っ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
中
世
百
姓
の
逃
散
の
も
つ
意
味
を
あ
ら
た
め

で
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
た
。
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